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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２１年１０月１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委 員 長  後 藤 昇 弘 

                           委   員  楠 木 行 雄 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２０年１０月１２日 １０時３０分（日本標準時、以下同じ）ごろ 

発生場所 インド洋東部 

（概位 南緯０９°２０′ 東経８８°５９′） 

事故調査の経過 平成２０年１０月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 玲翰
れいかん

丸、４０９トン 

１３０７７８、玲豊漁業株式会社 

５７.００ｍ×９.１０ｍ×３.８５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成元年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４８年６月２２日 

  免状交付年月日 平成２０年９月３０日 

          （平成２６年６月１６日まで有効） 

 船長が漁労長を兼務し、中国人船員４人及びフィリピン人船員２０人を

統括していた。 

 死傷者等 負傷 １人（機関員） 

 損傷 全損（火災発生後、沈没） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか乗組員２４人が乗り組み、シンガポール港を出港して

インド洋で操業中、平成２０年１０月１２日１０時３０分ごろ、居住区画

の右舷側後方にあるプロパンガス容器格納室で爆発が発生し、火災となっ

た。 

 船長は、プロパンガス容器格納室付近から火柱が上がっているのを見て

海水ポンプを始動させ、乗組員が持ち運び式泡消火器と放水による消火を

試みたが、爆発が断続的に続き、短時間で周辺に火勢が拡大したので、１

１時００分ごろ、同じ海域で操業中の僚船に救援を依頼した。乗組員は、

全員救命いかだで本船を離れ、１２時００分以降に来援した僚船の１隻に

乗り移った。 

 本船は、総員退船後３週間以上燃え続けたのち、タグボートで最寄りの

港へのえい
．．

航が開始された直後の１１月６日０２時ごろ、南緯９°３３′

東経７６°３５′付近で沈没した。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ６ 

海象：波高 ２～３ｍ 

 その他の事項  乗組員は、船舶安全法に定められた最大搭載人員（２２人）を超えた人

数が乗り組んでいた。また、船舶職員法に定められた乗組員（船長、一等

航海士、二等航海士、機関長及び一等機関士）については、船長の配乗以

外は配乗基準を満たしていなかった。 

船内安全衛生委員会の運用が行われていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

なし 

 火災の端緒となった爆発は、プロパンガス容器

格納室にプロパンガス（１０本の容器のうち５本

がフル充填状態で予備として格納され、残り５本

が並列に接続され使用中であった。）が漏えいし

て何らかの火源で引火したことによるものと考え

られる。 

 プロパンガス配管等の安全点検が行われていな

かったので、プロパンガス配管等にガス漏れが生

じていることに気付かないまま使用されていた可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が操業中、プロパンガス容器格納室に漏えいしたプロパ

ンガスが、何らかの火源で引火爆発したため、周囲の可燃物に着火して火

災となったことにより発生したものと考えられる。 

 爆発に至る経過は明らかにすることができなかった。 

 




